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(54)【発明の名称】減塩醤油類

(57)【 特許 請求の範囲】

【請 求項 １】

  食塩 濃度 ９ｗ／ｗ％以下、カリウム濃度 １～３．７ｗ／ｗ％、窒素濃度１．９ｗ／ｖ％

以上 であり 、かつ窒素／カリウムの重量比が０．４４～１．６２である減塩醤油。

【請 求項 ２】

  塩化 カリ ウム濃度が ２～７ｗ／ｗ％である請求項１記載の減塩醤油。

【請 求項 ３】

  窒素 濃度 が１．９～２．２ｗ／ｖ％である請求項１又は２記載の減塩醤油。

【請 求項 ４】

  更に 、核 酸系調味料、アミノ酸系調味料、有機酸塩系調味料及び酸味料から選ばれる１

又は ２以 上の添加剤を含有する請求項１～３のいずれか１項記載の減塩醤油。

【請 求項 ５】

  濃縮 及び 脱塩により窒素濃度を１．９ｗ／ｖ％以上としたものである請求項１～４のい

ずれ か１ 項記載の減塩醤油。

【発 明の 詳細な説明】

【技 術分 野】

【０ ００ １】

  本発 明は 、食塩濃度が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油類に関する。

【背 景技 術】

【０ ００ ２】
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  醤油 は、 日本料理だけでなく、各種の料理になくてはならない調味料として広く使用さ

れて いる 。一方、食塩の過多な摂取は、腎臓病、心臓病、高血圧症に悪影響を及ぼすこと

から 、あ らゆる飲食品が低食塩化されており、醤油等の液体調味料も減塩化がすすめられ

てい る。 そして、例えば減塩醤油は、食塩濃度が９ｗ／ｗ％以下と定められている。

【０ ００ ３】

  この よう に食塩の摂取量を制限するには減塩醤油の使用が望ましい。しかし、減塩醤油

は、 食塩 濃度が低いことから、いわゆる塩味が十分感じられず、味がものたりないと感じ

る人 が多 い。そのため食塩の摂取量制限が勧められている割には、減塩醤油の使用量は増

加し てい ない。

【０ ００ ４】

  減塩 醤油 の改良手段としては、様々な取り組みがなされている。例えば、食塩代替物と

して 塩化 カリウムを使用する方法があるが（特許文献１及び２）、同時に使用するクエン

酸塩 の味 の影響や、糖アルコールにより塩味もマスキングされてしまうという問題点があ

る。 また 、減塩醤油にトレハロースを添加する方法（特許文献３）、カプサイシンを添加

する 方法 （特許文献４）、シソ葉エキスを添加する方法（特許文献５）では、それら添加

物の 風味 を異味として感じてしまうという問題点がある。低塩・淡色・高窒素にする方法

（特 許文 献６）では、コク味の増強がみられるが塩味については言及されていない。更に

、食 塩を 低減させた場合に塩味を増強する方法として、特定の有機酸、アミノ酸等を組み

合わ せて 添加するという技術もある（特許文献７）。

【特 許文 献１】特許第２６７５２５４号公報

【特 許文 献２】特公平０６－９７９７２号公報

【特 許文 献３】特開平１０－６６５４０号公報

【特 許文 献４】特開２００１－２４５６２７号公報

【特 許文 献５】特開２００２－１６５５７７号公報

【特 許文 献６】特公平０５－００７９８７号公報

【特 許文 献７】特開平１１－１８７８４１号公報

【発 明の 開示】

【発 明が 解決しようとする課題】

【０ ００ ５】

  これ ら従 来の減塩醤油の風味を改良する取り組みは、それぞれ一定の効果を上げている

が、 未だ 十分とはいえない。特に食塩濃度の低下と塩味の両立という点で十分とはいえな

い。

  本発 明の 目的は、食塩濃度が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油類を提供すること

にあ る。

  なお 、本 願における「減塩醤油」とは、製品１００ｇ中のナトリウム量が３５５０ｍｇ

（食 塩と して９ｇ）以下の「しょうゆ」、および「しょうゆ加工品」をいい、栄養改善法

の病 者用 の特別用途食品に限定されるものではない。「しょうゆ」とは、日本農林規格に

定め ると ころの液体調味料であり、「しょうゆ加工品」とは、日本農林規格に適合する「

しょ うゆ 」に調味料、酸味料、香料、だし、エキス類等を添加した、「しょうゆ」と同様

の用 途で 用いられる液体調味料をいう。ここで、本願で記載する「醤油」は、日本農林規

格の 「し ょうゆ」と同一概念である。

【課 題を 解決するための手段】

【０ ００ ６】

  本発 明者 は、食塩濃度を９ｗ／ｗ％以下にしても塩味を感じさせる手段について検討し

てき た結 果、食塩濃度を９ｗ／ｗ％以下と低くし、かつカリウム濃度を０．５～３．７ｗ

／ｗ ％と した系では、窒素濃度を１．９ｗ／ｖ％以上にすることによって塩味がより強く

感じ られ 、味の良好な減塩醤油類が得られることを見出した。また窒素含量を１．９ｗ／

ｖ％ 以上 にすることによりカリウム含量が増加した場合の苦味が低減できることを見出し

た。 更に 食塩濃度を９ｗ／ｗ％以下、カリウム濃度０．５～３．７ｗ／ｗ％かつ窒素濃度

を１ ．９ ｗ／ｖ％以上とした減塩醤油類に核酸系調味料、アミノ酸系調味料、有機酸塩系
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調味 料、 酸味料等を添加することによって、相乗的に塩味を増強でき、また醤油としての

完成 度も より高くなることも見出した。

【０ ００ ７】

  すな わち 、本発明は、食塩濃度９ｗ／ｗ％以下、カリウム濃度０．５～３．７ｗ／ｗ％

かつ 窒素 濃度１．９ｗ／ｖ％以上である減塩醤油類を提供するものである。

  また 更に 、本発明は、核酸系調味料、アミノ酸系調味料、有機酸塩系調味料及び酸味料

から 選ば れる１又は２以上の添加剤を含有する、食塩濃度９ｗ／ｗ％以下、カリウム濃度

０． ５～ ３．７ｗ／ｗ％かつ窒素濃度１．９ｗ／ｖ％以上である減塩醤油類を提供するも

ので ある 。

【発 明の 効果】

【０ ００ ８】

  本発 明に よれば、食塩濃度が９ｗ／ｗ％以下であるにもかかわらず、塩味を十分に感じ

るこ との できる減塩醤油類が得られる。

【発 明を 実施するための最良の形態】

【０ ００ ９】

  本発 明の 減塩醤油類の食塩濃度は９ｗ／ｗ％以下であるが、７～９ｗ／ｗ％であること

が好 まし く、８～９ｗ／ｗ％であることが特に好ましい。

【０ ０１ ０】

  本発 明の 減塩醤油類のカリウム濃度は、食塩濃度を低下させる点及び味の点から０．５

～３ ．７ ｗ／ｗ％であるが、１～３．７ｗ／ｗ％であることが好ましく、１～２．７ｗ／

ｗ％ であ ることがより好ましく、１～２．２ｗ／ｗ％であることが特に好ましい。また、

カリ ウム は塩味があり、かつ異味が少ない点から塩化カリウムであることが好ましい。塩

化カ リウ ムの場合の配合量は１～７ｗ／ｗ％であることが好ましく、２～７ｗ／ｗ％であ

るこ とが より好ましく、２～５ｗ／ｗ％であることが更に好ましく、２～４ｗ／ｗ％であ

るこ とが 特に好ましい。

【０ ０１ １】

  食塩 濃度 とカリウム濃度を前記範囲に調整するには、例えば仕込水として食塩と例えば

塩化 カリ ウムの混合溶液を用いて醤油を製造する方法；塩化カリウム単独の溶液を仕込水

とし て用 いて得た醤油と食塩水を単独で仕込水として用いて得た醤油とを混合する方法；

食塩 水を 仕込水として用いた通常の醤油を電気透析、膜処理等によって食塩を除去した脱

塩醤 油に 塩化カリウムを添加する方法等が挙げられる。

【０ ０１ ２】

  本発 明の 減塩醤油類の窒素濃度は、食塩濃度の低い醤油に塩味を賦与する点及び味の点

で１ ．９ ｗ／ｖ％以上が必要であるが、１．９～２．４ｗ／ｖ％であることが好ましく、

１． ９～ ２．２ｗ／ｖ％であることが特に好ましい。通常、醤油においては窒素濃度を高

くす ると まろやかな味になり、塩味が低下するといわれているところ、食塩濃度が低く、

カリ ウム が含まれている醤油において、窒素濃度を高くすることにより、塩味が向上する

こと は全 く予想外であった。

【０ ０１ ３】

  窒素 濃度 を１．９ｗ／ｖ％以上にするには、通常の方法で醸造した醤油に、濃縮及び脱

塩の 工程 を施すことにより達成できる。例えば、減塩濃縮法によって食塩を除去するとと

もに 、水 を主成分とする揮発成分での希釈率を調整する方法や、電気透析装置によって食

塩を 除去 する際に起こるイオンの水和水の移動を利用して、窒素分も同時に濃縮する方法

等が ある 。また、通常より食塩分の低い減塩醤油をＲＯ膜や減圧濃縮により、窒素濃度を

高め る方 法や、逆に、たまり醤油、再仕込み醤油のような窒素濃度の高い醤油から脱塩す

るこ とに よる方法等がある。

【０ ０１ ４】

  また 、本 発明においては、カリウム及び窒素の濃度が上記範囲となると共に、窒素／カ

リウ ムの 重量比が０．５～３．７、更に０．５～１．２、特に０．６～１．０の範囲とす

るこ とが 塩味があり、かつ苦みが少ない点から好ましい。
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【０ ０１ ５】

  更に 、本 発明によれば、食塩濃度９ｗ／ｗ％以下、カリウム濃度０．５～３．７ｗ／ｗ

％か つ窒 素濃度１．９ｗ／ｖ％以上である減塩醤油類に、核酸系調味料、アミノ酸系調味

料、 有機 酸塩系調味料、酸味料等を添加することによって、相乗的に塩味を増強できる。

また 、塩 味のみならず、苦味の低減、醤油感の増強などの効果もある。

【０ ０１ ６】

  核酸 系調 味料としては、５ ′－グアニル酸、５ ′－イノシン酸等のナトリウム、カリウ

ムあ るい はカルシウム塩等が挙げられる。核酸系調味料の含有量は０．０～０．２ｗ／ｗ

％が 好ま しく、０．０３～０．１ｗ／ｗ％が特に好ましい。

【０ ０１ ７】

  アミ ノ酸 系調味料としてはグリシン、アルギニン、リジン、ヒスチジン、グルタミン酸

ある いは これのナトリウム塩又はカリウム塩等が挙げられる。アミノ酸系調味料の含有量

は０ ．０ ～１．０５ｗ／ｗ％が好ましく、０．１～０．５ｗ／ｗ％が特に好ましい。

【０ ０１ ８】

  有機 酸塩 系調味料としては乳酸、コハク酸、リンゴ酸、クエン酸、酒石酸、グルコン酸

等の 有機 酸のナトリウム塩、カリウム塩等が挙げられる。特にコハク酸二ナトリウム、グ

ルコ ン酸 ナトリウムが好ましい。これらの含有量は０．０～０．３ｗ／ｗ％が好ましく、

０． ０５ ～０．２ｗ／ｗ％が特に好ましい。

【０ ０１ ９】

  酸味 料と しては、乳酸、コハク酸、リンゴ酸、クエン酸、酒石酸等が挙げられる。中で

も乳 酸、 リンゴ酸、クエン酸が好ましく、特に乳酸が好ましい。乳酸の含有量は０．０～

２． ０ｗ ／ｗ％が好ましく、０．３～１．０ｗ／ｗ％が特に好ましい。また、リンゴ酸、

クエ ン酸 の含有量は０．０～０．２ｗ／ｗ％が好ましく、０．０２～０．１ｗ／ｗ％が特

に好 まし い。

【０ ０２ ０】

  本発 明の 食塩濃度９ｗ／ｗ％以下、カリウム濃度０．５～３．７ｗ／ｗ％かつ窒素濃度

１． ９ｗ ／ｖ％以上である減塩醤油類、及びこれに先に挙げた調味料、酸味料を添加した

減塩 醤油 類は、 pH４．４～５．０、塩素量４～９ｗ／ｗ％、固形分量２０～４０ｗ／ｗ％

の特 数値 を有することが好ましい。

【０ ０２ １】

  また 、本 発明の減塩醤油類には、好み等に応じてエタノール、みりん、醸造酢、甘味料

等を 添加 することができ、種々の醤油加工品に応用できる。

【実 施例 】

【０ ０２ ２】

実施 例１ ～１１、２６及び２７、比較例１～２５

（１ ）減 塩醤油の調製法

  市販 の濃 口醤油、及び有機丸大豆の濃口醤油を電気透析装置により、脱塩処理を行なっ

た。 食塩 濃度を８ｗ／ｗ％程度まで低下させた減塩醤油に食塩を添加し更に脱塩処理を行

なう こと を繰り返し、窒素濃度を高めた。窒素濃度を様々に調製した減塩醤油に、それぞ

れ塩 化カ リウムを０、４、及び７ｗ／ｗ％添加し、更に食塩濃度が９ｗ／ｗ％となるよう

に食 塩及 び水で調整することにより、塩化カリウム濃度及び窒素濃度の異なる減塩醤油を

調製 した 。

【０ ０２ ３】

（２ ）食 塩濃度の測定法

  食塩 濃度 はナトリウム濃度を測定し、これを食塩濃度に換算することにより求めた。ナ

トリ ウム 濃度は原子吸光光度計（Ｚ－６１００形日立偏光ゼーマン原子吸光光度計）によ

り測 定し た。

【０ ０２ ４】

（３ ）カ リウム及び塩化カリウム濃度の測定法

  カリ ウム 濃度は上述のナトリウム濃度測定のものと同じもので測定し、塩化カリウム濃
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度は 、カ リウム濃度から換算することにより求めた。

【０ ０２ ５】

（４ ）窒 素濃度の測定法

  窒素 濃度 は全窒素分析装置（三菱化成ＴＮ－０５型）により測定した。

【０ ０２ ６】

（５ ）評 価方法

  得ら れた 減塩醤油について、パネラー１０名により塩味及び苦みを官能評価した。また

、塩 味が ３以上で、かつ苦みが３以下のものを◎、又は〇、それ以外のものを△、又は×

とす る総 合評価も行った。得られた結果を表１に示す。

【０ ０２ ７】

〔塩 味の 指標〕

  １： 減塩 醤油と同等（食塩９ｗ／ｗ％相当）

  ２： 減塩 醤油とレギュラー品（通常品）（食塩１４ｗ／ｗ％相当）の中間位

  ３： レギ ュラー品（通常品）に比べ若干弱い

  ４： レギ ュラー品（通常品）と同等

  ５： レギ ュラー品（通常品）よりも強い

【０ ０２ ８】

〔苦 みの 指標〕

  １： なし

  ２： ごく わずかに感じる

  ３： わず かに感じる

  ４： 感じ る

  ５： 強く 感じる

【０ ０２ ９】

〔総 合評 価の判断基準〕

  ◎： 塩味 があり、かつ苦味及び異味がない

  ○： 塩味 が３以上で、かつ苦みが３以下であり、更に次の何れかに当てはまるもの

      ・塩 味がやや弱く、苦味及び異味が少ない

      ・塩 味がやや弱く、苦味及び異味がない

      ・塩 味があり、苦味及び異味が少ない

  △： 塩味 が３以上、かつ苦味が３以下であるが、異味がある

  ×： 塩味 が弱く、かつ／又は苦味・異味がある

【０ ０３ ０】
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【表 １】

【０ ０３ １】

  表１ から 明らかなように、食塩濃度９ｗ／ｗ％以下、カリウム０．５～３．７ｗ／ｗ％

の場 合、 窒素濃度を１．９ｗ／ｖ％以上に調整すると塩味が増し、かつ苦みも抑制できる

こと がわ かる。

【０ ０３ ２】

実施 例１ ２～１９

  表１ の市 販有機丸大豆醤油を脱塩処理した減塩醤油Ｆ９６重量部に塩化カリウム４重量

部を 混合 した（実施例１２）。表２に示した量の調味料・酸味料を添加し、添加前の実施

例１ ２と 風味の比較を行なった。その結果は表２に示したように、塩味の向上、苦味の減

少、 醤油 感の向上などの効果がみられた。

【０ ０３ ３】
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【表 ２】

【０ ０３ ４】
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実施 例２ ０～２５

  表３ に示 す組成の減塩醤油を調製した。各種調味料、酸味料の添加により得られた減塩

醤油 は、 食塩濃度が８．３～８．５ｗ／ｗ％であるにもかかわらず、塩味が更に強く感じ

られ た。 また、苦味もより抑制され、醤油としての総合評価はより高いものとなった。

【０ ０３ ５】

【表 ３】
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